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開会 午前１０時００分  

────────────────────────────────── 

◎開会宣言 

○議長（西原 浩君） 会議に入ります前に申し上げます。 

今会期中は、広報及び報道関係者並びに事務局の写真撮影及びパソコンの使用を許可し

ておりますので、申し上げておきます。 

なお、新型コロナウイルス感染症対策のため、議場内ではマスクの着用をお願いいたし

ます。 

ただいまから令和４年第２回別海町議会臨時会を開会いたします。 

ただいま出席している議員は１５名であります。 

定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

なお、欠席議員は８番松壽議員であります。 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

────────────────────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（西原 浩君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により議長において指名いたします。 

１０番小林議員。 

○１０番（小林敏之君） はい。 

○議長（西原 浩君） １１番瀧川議員。 

○１１番（瀧川栄子君） はい。 

○議長（西原 浩君） １２番松議員。 

○１２番（松政勝君） はい。 

○議長（西原 浩君） 以上３名を指名いたします。 

────────────────────────────────── 

◎日程第２ 会期決定の件 

○議長（西原 浩君） 日程第２ 会期決定の件を議題といたします。 

お諮りします。 

本臨時会の会期は、本日１日といたしたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（西原 浩君） 異議なしと認めます。 

したがって、会期は、本日１日と決定いたしました。 

────────────────────────────────── 

◎日程第３ 町長挨拶及び提出案件の概要説明 

○議長（西原 浩君） 日程第３ 町長から挨拶及び提出議案の概要について説明があり

ます。 

町長。 

○町長（曽根興三君） 皆さん、おはようございます。 

令和４年第２回の町議会臨時会を招集させていただきましたところ、議員各位の御出席

を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

議会の開会に当たりまして、コロナに関する事業２件の報告と、議案の概要を申し上げ
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ます。 

既に、町ホームページ等でお伝えし、また新聞報道等もされているところでございます

けれども、初めに別海病院、これにおける新型コロナウイルス院内クラスターの発生につ

いて、経過を御報告申し上げます。 

５月の６日、町立別海病院内科病棟に勤務する職員の新型コロナウイルス感染が確認さ

れました。 

当該職員は５月５日に症状があり、陽性が判明したものです。 

感染者が発生したことによりまして、５月６日から８日にかけて、内科病棟入院患者、

医師、看護師等関係職員約６０名の検査を実施しましたところ、７日に入院患者１名、８

日にも入院患者１名の感染が確認され、２人ともコロナ専用病棟に転室の措置をとったと

ころです。 

この段階では３人だったんですけども、併せて、院内での感染拡大を防ぐために、内科

病棟への新規入院の原則休止、緊急性の少ない手術の延期など診療体制を縮小することと

いたしました。 

その後、５月９日以降にも発熱等の症状にあります入院患者と感染者と長時間にわたっ

て接触のあった職員について、適宜検査を実施したところ、５月の１０日に内科病棟に勤

務する職員２名の感染が判明しました。 

これで院内感染者が５名となりまして、北海道から院内クラスターと認定されまして、

公表されることになったところでございます。 

１０日以降の状況については、濃厚接触者に相当する職員の勤務前検査を実施するとと

もに、内科病棟入院患者及び関係職員約６０名の２回目の検査を中標津保健所の協力によ

りまして、５月の１１日、１２日の２日間にわたりまして行いまして、全て陰性であると

の検査結果を確認したところでございます。 

今後、本日及び明日１９日に、内科病棟入院患者及び関係職員の３回目の検査を行い、

その結果をもって、クラスター解除について判断をしていただくことになっております。 

町立別海病院では、これまでも院内感染については万全を期してまいりましたけれど

も、今回、このような事態となり、町民の皆様に御心配と御迷惑をおかけしておりますこ

とを改めておわびを申し上げます。 

今後とも、中標津保健所と連携を図りながら、さらなる感染対策を講じるとともに、早

期のクラスター収束に向けて対処してまいりますので、御理解をよろしくお願い申し上げ

ます。 

次に、新型コロナワクチンの追加接種についてでございます。 

昨年１２月２３日から開始した新型ワクチン追加接種事業は、町立別海病院を会場に実

施している集団接種によりまして、５月１５日現在で７３.８％の方が３回目の接種を終

えており、おおむね計画どおり進んでいるところでございます。 

集団接種については、これまでチラシ等でお伝えしているとおり、５月２１日をもって

終了し、６月以降は個別接種を実施してまいります。 

また、４回目となる追加接種については、国から接種対象者等が示され接種体制を確保

するよう各自治体に通知が発出されたことから、本町においても、これまでの接種時の体

制を基本としまして、適切な時期に速やかに開始できるよう、町立別海病院と連携を図り

ながら、準備を進めてまいります。 

今後、詳細が決まり次第、スケジュールなどの情報を町広報誌やホームページ等で周知
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をしてまいりますので、御理解をお願い申し上げます。 

次に、本日臨時議会に提出いたしました議案等の概要について申し上げます。 

提出した案件は、令和４年度一般会計補正予算のほか、条例の一部改正が７件、専決処

分の承認が１件、専決処分の報告が３件でございます。 

議案第３５号令和４年度一般会計補正予算は、本年２月に、本年度における沖縄県道 

１０４号線越え実弾射撃訓練の分散実施、これの矢臼別演習場での実施が公表されたこと

を受けまして、特定防衛交付金の増額が見込まれることから、交付金充当予算事業の組替

えに係る補正を行うほか、本臨時会に議案提出されている令和３年度人事院勧告に基づく

給与条例等の改正による給与費等の減額補正を行うものでございます。 

なお、特別会計及び企業会計に係る給与費等につきましては、今後の予算執行状況によ

り、補正対応を行うことと考えております。 

議案第３６号から第４１号の６件の条例の一部改正につきましては、いずれも、ただい

ま申し上げましたとおり、令和３年度の人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定の取扱

いに準じ、町議会議員、特別職、教育長及び一般職等の期末手当について、所要の改正を

行うものでございます。 

議案第４２号別海町町税条例等の一部改正につきましては、地方税法の一部改正に伴い

まして、商業地等の固定資産税の特例措置や個人町民税に関わる住宅ローン控除、これの

特例の延長について定めるなど、所要の改正を行うものでございます。 

承認第１号専決処分した事件の承認につきましては、令和３年度一般会計において、除

雪事業経費に不足が生じましたために、補正予算第１０号について、令和４年３月１７日

付けで専決処分を行ったことから、議会に報告し承認を求めるものでございます。 

報告第２号から第４号までの３件は、いずれも専決処分の報告についてですけれども、

そのうち報告第２号及び第３号の２件は、本年３月定例会で議決をいただきました工事請

負契約についてですけれども、契約内容の一部を変更する必要が生じ、専決処分を行った

ことから、その内容について御報告をするものでございます。 

これは、単価の改正が行われたということです。 

続く、報告第４号は、和解及び損害賠償額の決定について行った専決処分の報告です。 

令和４年２月７日に発生した職員の公用車による接触事故について、和解及び損害賠償

額を決定する専決処分を行ったことから、報告をさせていただくものでございます。 

交通事故については、日々、みんなで注意し合うことを基本としておりますけれども、

駐車場等でたまたま接触事故等が起きるということがありましたので、早期に解決するた

めに専決をいたしましたけれども、御理解をよろしくお願いします。 

議題の内容につきましては、この後、各担当課長から議案及び報告等の内容を説明させ

ていただきますので、御審議の上、御決定賜りますようお願いを申し上げ、開会に当たっ

ての御挨拶と議案の概要説明について、させていただきました。 

どうぞ、審議等よろしくお願い申し上げます。 

────────────────────────────────── 

◎委員会付託省略の議決 

○議長（西原 浩君） ここでお諮りします。 

本臨時会に提出されております議案第３５号から議案第４２号までの８件と承認第１号

の合わせて９件については、会議規則第３９条第３項の規定に基づき、委員会の付託は省

略したいと思います。 
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これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（西原 浩君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３５号から議案第４２号までの８件と承認第１号の合わせて９件に

ついては、委員会の付託は省略することに決定いたしました。 

────────────────────────────────── 

◎日程第４ 議案第３６号から日程第９ 議案第４１号 

○議長（西原 浩君） 日程第４ 議案第３６号別海町議会議員の議員報酬額及び費用弁

償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、日程第５ 議案第３７号特別職

の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について、

日程第６ 議案第３８号教育長の給与及び旅費並びに勤務時間等に関する条例の一部を改

正する条例の制定について、日程第７ 議案第３９号別海町職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例の制定について、日程第８ 議案第４０号第１号会計年度任用職員の報

酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、日程第９ 

議案第４１号第２号会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついての６件については、別海町議会会議規則第３７条の規定により一括議題といたしま

す。 

内容について、順次説明を求めます。 

○総務部次長（伊藤輝幸君） はい、議長。 

○議長（西原 浩君） 総務部次長。 

○総務部次長（伊藤輝幸君） はい。 

それでは、議案第３６号から議案第４１号までの６件について、一括して内容を説明い

たします。 

まず初めに、昨年からの給与改正に関する経過について申し上げます。 

昨年８月１０日に、人事院が国に対し国家公務員の給与改定について、期末手当で  

０.１５カ月引き下げる内容の勧告を行いました。 

この勧告を受けて、通常であれば、１１月中に国家公務員の給与を勧告どおりに改定す

ることが閣議決定されるところでしたが、最終的には本年２月１日に閣議決定されました。 

次に、今回の人事院勧告について御説明いたします。 

勧告では、企業規模５０人以上、かつ事業所規模５０人以上の約１万２,０００事業所

の約４５万人の民間従業員を対象に調査を実施しています。 

まず、ボーナスについては、一昨年８月から昨年７月までの直近１年間の特別給の支給

実績と公務の支給月数を比較した結果、民間の支給割合が４.３２カ月であり、国家公務

員の４.４５カ月と比較すると、０.１３カ月下回ったことから、０.１５カ月分を引下げ、

支給割合を４.３０カ月としました。 

令和３年度は、１２月期の期末手当を引下げ、令和４年度は、６月期及び１２月期の期

末手当で各０.０７５月分を均等に引き下げることとしています。 

通常であれば、令和３年１２月期の期末手当から引下げを行うところでしたが、前段で

も説明させていただいたとおり、閣議決定が遅れたことによって、令和３年１２月期の引

下げに相当する額については、令和４年６月の期末手当から減額することで調整を行うこ

ととなりました。 

なお、月例給については、民間給与との較差が極めて小さく、俸給表及び諸手当の適切
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な改定が困難であることから、月例給の改定は行わないこととなっております。 

以上が、人事院勧告の内容となっています。 

これら人事院勧告の内容を受けまして、職員組合の意見も聞きながら、従来どおり人事

院勧告の内容に沿った、所要の改正を行おうとするものです。 

また、併せて別海町議会議員、特別職及び教育長並びに会計年度任用職員に支給する期

末手当についても、人事院勧告に合わせ、支給率を１００分の１５引き下げる改正を行う

ものです。 

なお、令和３年１２月期の引下げに相当する額を、令和４年６月の期末手当から減額す

る調整については、議会議員、特別職及び教育長については行うこととしますが、会計年

度任用職員については、職の性質上、１会計年度での任用であることを踏まえ、行わない

ことといたします。 

それでは、議案の説明をいたします。 

議案の２ページをお開きください。 

議案第３６号別海町議会議員の議員報酬額及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定についてです。 

議案の朗読は省略し、議案資料により説明いたします。 

議案資料の１ページをお開きください。 

条例の一部を改正する条例の新旧対照表です。 

右の欄が改正前、左の欄が改正後となっております。 

改正項目は期末手当、改正内容は期末手当の年間支給割合を０.１５月引き下げる改正

となります。 

第６条第２項第２号の１２月に支給する期末手当の支給率を１００分の１５引下げ、改

正前の「１００分の３１０」を「１００分の２９５」に改正するものです。 

下段の附則です。 

第１条では、施行期日を公布の日から施行するものとし、第２条では、令和４年６月に

支給する期末手当に関する特例措置として、令和３年１２月期の引下げに相当する額につ

いては、令和４年６月の期末手当から減額することを適用するものです。 

続いて、議案書の４ページをお開きください。 

議案第３７号特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する

条例の制定についてです。 

こちらも、議案の朗読は省略し、議案資料により説明いたします。 

議案資料の２ページをお開きください。 

新旧対照表です。 

改正項目は手当の額等、改正内容は期末手当の年間支給割合を０.１５月引き下げる改

正となります。 

第４条第４項第２号の１２月に支給する期末手当の支給率を１００分の１５引下げ、改

正前「１００分の２４５」を「１００分の２３０」に改正するものです。 

下段の附則です。 

第１条では、施行期日を公布の日から施行するものとし、第２条では、令和４年６月に

支給する期末手当に関する特例措置として、令和３年１２月期の引下げに相当する額につ

いては、令和４年６月の期末手当から減額することを適用するものです。 

続いて、議案書の６ページをお開きください。 



- 9 - 

議案第３８号教育長の給与及び旅費並びに勤務時間等に関する条例の一部を改正する条

例の制定についてです。 

こちらも、議案の朗読は省略し、議案資料により説明いたします。 

議案資料の３ページをお開きください。 

新旧対照表です。 

改正項目はその他の給与、改正内容は期末手当の年間支給割合を０.１５月引き下げる

改正となります。 

第３条第４項第２号の１２月に支給する期末手当の支給率を１００分の１５引下げ、改

正前「１００分の２４５」を「１００分の２３０」に改正するものです。 

下段の附則です。 

第１条では、施行期日を公布の日から施行するものとし、第２条では、令和４年６月に

支給する期末手当に関する特例措置として、令和３年１２月期の引下げに相当する額につ

いては、令和４年６月期の期末手当から減額することを適用するものです。 

続いて、議案書の８ページをお開き願います。 

議案第３９号別海町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてです。 

こちらも、議案の朗読は省略し、議案資料により説明いたします。 

議案資料の４ページをお開きください。 

新旧対照表です。 

改正項目は期末手当、改正内容は期末手当の年間支給割合を０.１５月、再任用職員に

ついては、０.１０月引き下げる改正となります。 

現行の期末手当支給割合は、６月期「１００分の１２７.５」、１２月期も「１００分

の１２７.５」、合計１００分の２５５となっています。 

改正後は、６月期、１２月期からそれぞれ１００分の７.５引下げ「１００分の   

１２０」とし、合計１００分の２４０とするものです。 

また、再任用職員の現行の期末手当支給割合は、６月期、１２月期ともに１００分の７

２.５、合計１００分の１４５となっています。 

改正後は、６月期、１２月期からそれぞれ１００分の５引下げ「１００分の６７.５」

とし、合計１００分の１３５とするものです。 

下段の附則です。 

第１条では、施行期日を公布の日から施行するものとし、第２条では、令和４年６月に

支給する期末手当に関する特例措置として、令和３年１２月期の引下げに相当する額につ

いては、令和４年６月の期末手当から減額することを適用するものです。 

第３条は、前条に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で定めるもの

です。 

続いて、議案書の１０ページをお開き願います。 

議案第４０号第１号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例の制定についてです。 

こちらも、議案の朗読は省略し、議案資料により説明いたします。 

議案資料の６ページをお開きください。 

新旧対照表です。 

改正項目は期末手当、改正内容は期末手当の年間支給割合を０.１５月引き下げる改正

となります。 
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現行の期末手当支給割合は、６月期「１００分の１２７.５」、１２月期も「１００分

の１２７.５」、合計１００分の２５５となっています。 

改正後は、６月期、１２月期からそれぞれ１００分の７.５引下げ「１００分の   

１２０」とし、合計１００分の２４０とするものです。 

下段の附則です。 

この条例は、公布の日から施行するものです。 

なお、前段でも説明させていただきましたが、会計年度任用職員については、職の性質

上、１会計年度での任用であることを踏まえ、令和３年１２月期の引下げに相当する額を、

令和４年６月の期末手当から減額することは行わないことといたします。 

続いて、議案書の１１ページをお開き願います。 

議案第４１号第２号会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定

についてです。 

こちらも、議案の朗読は省略し、議案資料により説明いたします。 

議案資料の７ページをお開き願います。 

新旧対照表です。 

第２号会計年度任用職員の期末手当については、別海町職員の給与に関する条例の適用

を受けますので、改正項目は、附則において、令和４年６月に支給する期末手当に関する

特例措置の適用を除外することとなります。 

前段の第１号会計年度任用職員と同様に、第２号会計年度任用職員においても、令和３

年１２月期の引下げに相当する額を、令和４年６月の期末手当から減額することは行わな

いことといたします。 

下段の附則です。 

この条例は、公布の日から施行するものです。 

以上で、議案第３６号から議案第４１号までの内容説明を終わります。 

○議長（西原 浩君） 議案第３６号から議案第４１号の６件について、内容説明が終わ

りましたので、これから一括質疑を行います。 

質疑に入ります。 

○１４番（佐藤雄君） はい。 

○議長（西原 浩君） １４番佐藤議員。 

○１４番（佐藤雄君） はい。 

今説明がございましたけども、全体では大きな数字になるかと思います。 

それぞれどのぐらいの減額、現時点で見込まれますか。 

○総務部次長（伊藤輝幸君） はい。 

○議長（西原 浩君） 総務部次長。 

○総務部次長（伊藤輝幸君） お答えします。 

 こちらにつきましては、昨年１２月分、また令和４年度に引下げの合計額としてお答え

いたします。 

まず、特別職でございますが、合計で７３万７,０００円の減額を見込んでおります。 

続きまして、町議会議員におきましては、合計で１２８万４,０００円となっておりま

す。 

会計年度任用職員を除く正職員ですが、合計で４,２５８万６,０００円の減額です。 

会計年度任用職員は２７２万２,０００円の減額となり、全ての合計では、４,７３２万
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９,０００円の減となります。 

以上です。 

○議長（西原 浩君） 佐藤議員よろしいですか。 

○１４番（佐藤雄君） はい。 

○議長（西原 浩君） そのほか質疑ありませんか。 

○１３番（中村忠士君） はい。 

○議長（西原 浩君） １３番中村議員。 

○１３番（中村忠士君） 額については今説明あったのでわかりましたが、影響を受ける

職員の人数についても教えていただきたいと思います。 

それが１点目ですが、２点目ですが、説明の中にもありましたけど、職員団体との協議

について、妥結したっていうふうな結果なんだろうなというふうに思うんですが、そこら

辺、説明を加えていただきたいと思います。 

○総務部次長（伊藤輝幸君） はい。 

○議長（西原 浩君） 総務部次長。 

○総務部次長（伊藤輝幸君） お答えします。 

 まず、影響を受ける人数でございますが、特別職につきましては３名、町議会議員にお

きましては１６名、会計年度任用職員を除く正職員につきましては４６２名、会計年度任

用職員につきましては１９９名、合計で６８０名となります。 

２点目の職員団体との組合との合意の関係ですけれども、本町の給与改正につきまして

は、基本的な考え方として、国家公務員制度に準じて対応しておりますので、これまでと

同様に人事院勧告準拠で行うことを説明し理解を得ております。 

こちらにつきましては、本年５月の２日に行っております。 

 以上です。 

○議長（西原 浩君） よろしいですか。 

○１３番（中村忠士君） はい。 

○議長（西原 浩君） そのほか質疑ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（西原 浩君） ないようですので、質疑を終わります。 

 各議案の討論・採決を行います。 

 議案第３６号別海町議会議員の議員報酬額及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定についての討論に入ります。 

討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（西原 浩君） 討論を終わります。 

これから採決いたします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（西原 浩君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３６号は、原案のとおり可決されました。 

議案第３７号特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する

条例の制定についての討論に入ります。 

討論ありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○議長（西原 浩君） 討論を終わります。 

これから採決いたします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（西原 浩君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３７号は、原案のとおり可決されました。 

議案第３８号教育長の給与及び旅費並びに勤務時間等に関する条例の一部を改正する条

例の制定についての討論に入ります。 

討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（西原 浩君） 討論を終わります。 

これから採決いたします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（西原 浩君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３８号は、原案のとおり可決されました。 

議案第３９号別海町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についての討

論に入ります。 

討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（西原 浩君） 討論を終わります。 

これから採決いたします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（西原 浩君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３９号は、原案のとおり可決されました。 

議案第４０号第１号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例の制定についての討論に入ります。 

討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（西原 浩君） 討論を終わります。 

これから採決いたします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（西原 浩君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４０号は、原案のとおり可決されました。 

議案第４１号第２号会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定

についての討論に入ります。 

討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（西原 浩君） 討論を終わります。 
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これから採決いたします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（西原 浩君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４１号は、原案のとおり可決されました。 

────────────────────────────────── 

◎日程第１０ 議案第３５号 

○議長（西原 浩君） 日程第１０ 議案第３５号令和４年度別海町一般会計補正予算

（第１号）を議題といたします。 

内容について、説明を求めます。 

○財政課長（川具哉君） はい、議長。 

○議長（西原 浩君） 財政課長。 

○財政課長（川具哉君） はい。 

議案第３５号の内容説明をさせていただきます。 

別冊の令和４年度一般会計補正予算書の１ページをお開きください。 

令和４年度別海町一般会計補正予算（第１号）。 

令和４年度別海町一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

第１条、歳入歳出予算の補正。 

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５,３６０万円を減額し、歳入歳出予算の総 

額を歳入歳出それぞれ１９２億８,５４０万円とする。 

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入 

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

第２条、地方債の補正。 

地方債の廃止は、「第２表 地方債補正」による。 

２ページをお開きください。 

第１表、歳入歳出予算補正で、補正額の欄で申し上げます。 

初めに、歳入です。 

１５款国庫支出金、１項で１億３,３３０万円の増。 

１９款繰入金、１項で５,５１０万円の減。 

２２款町債、１項で１億３,１８０万円の減。 

歳入合計で５,３６０万円の減額です。 

次に、歳出です。 

１款議会費、１項で１２８万４,０００円の減。 

２款総務費、１項で９１４万円の減。 

３款民生費、２項で２,００２万円の減。 

１０款教育費、３項で１,２７２万円の増。 

１３款給与費、１項で３,５８７万６,０００円の減。 

歳出合計で５,３６０万円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額をそれぞれ１９２億

８,５４０万円とするものです。 

３ページにお進みください。 

第２表、地方債補正で、７件の廃止です。 

地方債の廃止については、いずれも沖縄県道１０４号線越え実弾射撃訓練が実施予定と
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なったことに伴い、特定防衛施設周辺整備調整交付金の増額が見込まれたため、事業の実

施財源を地方債から調整交付金に組み替えることにより、廃止するものとなっています。 

消防車両整備事業で限度額３,６３０万円、別海川上町北団地２丁目線改良舗装事業で

１,９７０万円、別海南１条通線外１改良舗装事業で１,９００万円、別海常盤町北団地１

条南線改良舗装事業で６１０万円、市街地道路改良舗装事業で６９０万円、上西別地区幹

線歩道整備事業で２,４００万円、児童館改修事業で１,９８０万円を減額し、廃止とする

ものです。 

一番下段、合計になりますが、補正前の限度額、１３億６,８７０万円から１億   

３,１８０万円を減額し、補正後の限度額を１２億３,６９０万円とするものです。 

次に、歳入歳出補正予算事項別明細書ですが、１の総括は省略させていただき、２の歳

入から説明いたします。 

７ページをお開きください。 

２の歳入です。目の欄の補正額で説明いたします。 

１５款国庫支出金、１項１目総務費国庫負担金１億３,３３０万円の増は、沖縄県道 

１０４号線越え実弾射撃訓練が実施予定となったことに伴い、特定防衛施設周辺整備調整

交付金の増額を見込むものです。 

１９款繰入金、１項１目財政調整基金繰入金は、５,５１０万円の減です。 

財政調整基金の残高については、現在、令和３年度の決算処理中でありますので、見込

額として申し上げますが、今回の財政調整基金繰入補正後の額、６億９,７９０万円を繰

入れた場合の令和４年度末の予算上の残高は、４億８,８００万円ほどになるものと見込

んでおります。 

８ページをお開きください。 

２２款町債、１項１目総務債１億１,２００万円の減。 

同じく、０目民生債１,９８０万円の減は、特定防衛施設周辺整備調整交付金の増額見

込みに伴い、事業の実施財源を地方債から調整交付金に組み替えることにより減額するも

ので、民生債は廃目となります。 

９ページをお開きください。 

次に、３の歳出です。こちらも目の欄の補正額で説明いたします。 

１款議会費、１項１目議会費１２８万４,０００円の減は、令和３年度人事院勧告に基

づき、期末手当の支給月数を引き下げることに伴い、減額するものです。 

１０ページをお開きください。 

２款総務費、１項１３目特定防衛施設周辺整備費９１４万円の減は、特定防衛施設周辺

整備調整交付金事業の減額によるものですが、詳細につきましては、予算資料を用いて説

明させていただきますので、併せてお配りしている予算資料の４ページ、一般会計事業費

調をお開き願います。 

予算資料４ページ、一般会計事業費調です。 

上段の括弧書きが今回の補正額、下段は補正後の額となっていますが、上段の補正額の

欄で申し上げます。 

２段目、消防車両整備事業３,４８８万５,０００円の減は、購入を予定していた水槽付

ポンプ車について、その基礎となる車体の出荷時期が不透明となり、年度内での整備が困

難となったため、先送りし、代わりに後年度に予定していた尾岱沼の消防団員搬送車及び

別海地区の高規格救急自動車の各１台を入れ替えようとするものです。 
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３段目の別海川上町北団地２丁目線改良舗装事業から７段目の上西別地区幹線歩道整備

事業については、特定防衛施設周辺整備調整交付金の増額見込みに伴い、財源を組み替え

るもので、それぞれ国庫支出金は増額し、地方債及び一般財源は減額となるもので、事業

内容に変更はありません。 

８段目の福祉車両購入事業５３５万９,０００円の増は、調整交付金の増額見込みに伴

い事業を追加するもので、西春別デイサービスセンターで使用している車椅子乗降リフト

付き送迎車について、経年劣化が著しいため、１台を入れ替えようとするものです。 

９段目の西児童館改修事業２,０３８万６,０００円の増は、当初、民生費で予算計上し

ていた児童館改修事業について、調整交付金事業として財源を組み替えて実施しようとす

るものです。 

以上、特定防衛施設周辺整備調整交付金事業は、８事業合計で９１４万円の減額となり

ます。 

一般会計補正予算書に戻りまして、１１ページをお開き願います。 

３款民生費、２項６目児童館費２,００２万円の減は、児童館改修事業を調整交付金事

業として財源を組み替えて実施することに伴い、減額するものです。 

１２ページをお開きください。 

１０款教育費、３項１目学校管理費１,２７２万円の増は、野付中学校において、令和

４年１月１０日から１１日にかけて発生した暴風雪により、引込みケーブルがショートし、

電力供給ができない状況となり、コロナ禍の半導体不足などの影響でケーブルが入手でき

ないことから、仮設の発電機を設置し、電力を確保している状況が続いておりますが、よ

うやくケーブルの受注生産の動きが回復したことから、設備復旧を進めたいとするもので、

中学校設備整備事業４９４万１,０００円は、設備復旧に向けて、高圧引込みケーブルの

改修工事費用や支障となる樹木の伐採業務委託料を計上し、各中学校経費７７７万   

９,０００円については、仮設発電機のリース料や燃料費について、復旧が見込まれる 

１２月までに必要となる費用を補正するものです。 

１３ページにお進みください。 

１３款給与費、１項１目給与費３,５８７万６,０００円の減は、令和３年度人事院勧告

に基づき、期末手当の支給月数を引き下げることに伴い、減額するものです。 

続いて、１５ページの補正予算給与費明細書をお開きください。 

補正予算給与費明細書です。 

１、特別職で、下段の比較の欄で説明いたします。 

初めに、長等は、期末手当で７３万７,０００円の減、共済費で３万９,０００円の減、

合計７７万６,０００円の減。 

議員は、期末手当で１２８万４,０００円の減、合計１２８万４,０００円の減とするも

のです。 

比較の合計ですが、期末手当で２０２万１,０００円の減、共済費で３万９,０００円の

減、全合計で２０６万円の減となるものです。 

１６ページをお開きください。 

２の一般職、（１）総括で、こちらも比較の欄で説明いたします。 

給与費のうち、職員手当は２,８５０万円の減、共済費は６６０万円の減、合計で  

３,５１０万円の減となるものです。 

下の表、職員手当の内訳ですが、期末手当で２,８５０万円の減となっています。 
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１７ページのア、会計年度任用職員以外の職員、１８ページのイ、会計年度任用職員、

続く１９ページの（２）給料及び職員手当の増減額の明細、２０ページから２２ページま

での（３）給料及び職員手当の状況につきましては、説明を省略させていただきます。 

また、併せてお配りしている予算資料につきましても、これまでの説明と内容が重複い

たしますので、説明は省略させていただきます。 

以上で、議案第３５号一般会計補正予算（第１号）の内容説明を終わります。 

○議長（西原 浩君） 議案第３５号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。 

質疑に入ります。 

（「なし」の声あり） 

○議長（西原 浩君） ないようですので、質疑を終わります。 

これから、討論に入ります。 

討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（西原 浩君） これで、討論を終わります。 

これから、採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（西原 浩君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３５号は原案のとおり可決されました。 

ここで１０分間休憩いたします。 

午前１０時５３分 休憩 

────────────── 

午前１１時０１分 再開 

○議長（西原 浩君） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

────────────────────────────────── 

◎日程第１１ 議案第４２号 

○議長（西原 浩君） 日程第１１ 議案第４２号別海町町税条例等の一部を改正する条

例の制定についてを議題といたします。 

内容について、説明を求めます。 

○税務課長（竹中利哉君） はい、議長。 

○議長（西原 浩君） 税務課長。 

○税務課長（竹中利哉君） はい。 

 議案第４２号別海町町税条例等の一部を改正する条例の制定について、内容を説明いた

します。 

 議案書１２ページをお開きください。 

 本条例の改正につきましては、令和４年３月３１日に公布された「地方税法等の一部を

改正する法律」に基づく改正です。 

 議案書では１２ページから１８ページまでとなります。 

 今回の条例改正の主な内容としましては、商業地等において税額が増加する土地につい

て、評価額の５％相当分の増額となるところを令和４年度に限り２.５％の増額となる措

置を講じるほか、所得税において住宅ローン控除の特例の延長等の措置が講じられること



- 17 - 

に伴い、措置の対象者について、所得税から控除しきれなかった額を控除限度額の範囲内

で個人住民税から控除する措置を講じるため、所要の改正を行うものです。 

 また、納税証明書の交付などにおいて、ⅮＶ被害者等の住所が含まれている場合には、

住民基本台帳上の住所を削除するなどし、住所に代わる事項を記載するために必要な改正

を行うものです。 

議案本文の朗読については省略し、議案資料で説明いたします。 

議案資料の８ページをお開きください。 

議案資料８ページから３０ページまでが新旧対照表で、右の欄が改正前、左の欄が改正

後の条文で、改正箇所は下線で示しております。 

次に、３３ページをお開きください。 

改正内容につきましては、改正条例制定説明資料により説明いたします。 

なお、本改正条例におきましては、２条立てとして、第１条において、改正の基本とな

ります条項等の改正を規定し、第２条において、令和３年の改正条例により規定した個人

の町民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書の改正を、今回公布された法律に基づ

く形に改めるものです。 

それでは 主な改正内容に沿って説明いたします。 

表につきましては、左から順に番号、改正項目、改正条項、改正内容、適用年月日、適

用法令となっております。 

初めに、１、第１条関係の改正内容です。 

第１条の改正は、改正番号１番から２０番までとなっております。 

１番目は、納税証明書の交付手数料について規定する条例第１８条の４の改正です。 

納税証明書を交付する際に、ⅮＶ被害者等の住所が明らかになるような場合には、当該

被害者の住所に代わるものを記載し、交付しなければならないとするものです。 

１番目の改正規定につきましては、令和６年４月１日から施行するものです。 

２番目は、所得割の課税標準について規定する条例第３２条第４項及び第６項の改正で

す。 

この改正は、上場株式等の配当所得等に係る課税方式につきましては、現行制度では所

得税と個人住民税において、異なる課税方式の選択が可能となっているため、特定配当等

及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を、所得税と一致させる措置を講じる

ものです。 

２番の改正規定は、令和６年１月１日から施行するものです。 

３番目は、寄附金税額控除について規定する条例第３３条の７第１項第１号オの改正で

す。 

こちらは、経過措置終了に伴い削除するものです。 

３番目の改正規定は、令和４年４月１日から適用するものです。 

４番目は、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除について規定する条例第３４条の２

第１項及び第２項の改正です。 

この改正は、２番目の改正内容と同様、上場株式等の配当所得等に係る課税方式につい

て、所得税と一致させる措置を講じるものです。 

５番目は、３３ページ下段から３４ページ上段にかけまして、町民税の申告について規

定する条例第３６条の２第１項及び第２項の改正です。 

この改正は、第１項は法改正に基づく文言の整理、第２項は引用条項の項ずれに伴う改
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正です。 

６番目は、同じく町民税の申告について規定する条例第３６条の３第２項及び第３項の

改正です。 

この改正は、法改正に基づく文言の整理です。 

４番から６番の改正規定は、いずれも令和６年１月１日から施行するものです。 

７番目は、個人の町民税に係る給与所得者の扶養親族申告書について規定する条例第３

６条の３の２第１項の改正です。 

この改正は、給与所得者の扶養親族申告書について、記載事項に退職手当等に係る所得

を有する一定の配偶者の氏名を追加するものです。 

８番目は、個人の町民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書について規定する条

例第３６条の３の３第１項の改正です。 

この改正は、公的年金等受給者の扶養親族申告書について、一定の配偶者及び退職手当

等を有する１６歳を超える扶養親族を有する者の提出義務を追加するとともに、記載事項

に配偶者の氏名を追加するものです。 

７番、８番の改正規定は、いずれも令和５年１月１日から施行するものです。 

９番目は、法人の町民税の申告納付について規定する条例第４９条第９項及び第１５項

の改正で、引用条項の項ずれに伴う改正です。 

９番の改正規定は、令和４年４月１日から適用するものです。 

１０番目は、固定資産課税台帳の閲覧の手数料について規定する条例第７５条の２の改

正です。 

この改正は、①として、固定資産課税台帳に記載されている事項を閲覧することにより、

人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合は、一定の措置を講じた

上で、閲覧に供することができることが明確化され、②として、固定資産課税台帳に記載

されている事項を閲覧に供する際には、ＤＶ被害者等の登記簿上の住所が含まれている場

合は、当該住所に代わる事項を記載しなければならないとするものです。 

１１番目は、３４ページ下段から３５ページにわたりますが、固定資産課税台帳に記載

されている事項の証明書の交付手数料について規定する条例第７５条の３の改正です。 

この改正は、先ほど１０番目の改正の際に説明いたしました固定資産課税台帳に記載さ

れている事項の取扱いについて、証明書の交付についても同様の取扱いとするものです。 

なお、１０番、１１番のうち、①の改正規定は、令和４年４月１日から適用、②の改正

規定は、令和６年４月１日から施行するものです。 

１２番目は、３５ページ中ほどから３６ページ上段にわたりますが、個人の町民税の住

宅借入金等特別税額控除について規定する条例附則第７条の３の２の改正です。 

この改正は、所得税において、住宅ローン控除の特例の適用期限を令和７年１２月３１

日まで４年延長するなどの措置が講じられたことに伴い、当該措置の対象者について、所

得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内において、個人住民税額から控除

する措置を講じるものです。 

１２番の改正規定は、令和５年１月１日から施行するものです。 

１３番目は、法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合について規定する条例

附則第１０条の２の改正です。 

特定の用途に供する固定資産に係る課税標準の特例割合は、法附則第１５条第２項第１

号等により、市町村の条例で定めることとされています。 
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第１０条の２第２項の改正は、下水道使用者が下水道法に基づき設置を義務付けられて

いる下水道除外施設における課税標準の特例割合を法律改正にあわせて、４分の３を５分

の４に改正するものです。 

第１５項の追加は、特定都市河川浸水被害対策法に基づき、河川の氾濫などにより浸入

した水を一時的に貯留する機能をもつ土地を、都道府県知事が貯留機能保全区域として指

定できることになりまして、その受益は、広く地域に及ぶことを踏まえ、その土地にかか

る固定資産税について、課税標準価格を一定期間減額する規定が新たに設けられたために

行うもので、これに伴い現行条例の第１５項及び第１６項を１項ずつ繰り下げるものです。 

１４番目は、新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者が

すべき申告について規定する条例附則第１０条の３第８項及び第１０項の改正です。 

この改正は、省エネ改修工事を行った住宅に係る特例措置の対象となる住宅を、平成 

２０年１月１日以前から所在する住宅、この条件から、平成２６年４月１日以前から所在

する住宅に拡充し、より良質な省エネ改修を支援する観点から、工事費要件を５０万円超

から６０万円超に引き上げるものでありです。 

１５番目は、宅地等に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度分の固定資

産税の特例について規定する条例附則第１２条第１項の改正です。 

この改正は、固定資産税の負担調整措置において、商業地等において税額が増加する土

地について、本来、評価額の５％相当分の増額となるところを、令和４年度に限り評価額

の２.５％分の増額とする特別な措置を講じるものです。 

なお、１３番目から１５番目までの改正規定は、いずれも令和４年４月１日から適用す

るものです。 

１６番目は、上場株式等に係る配当所得等に係る町民税の課税の特例について規定する

ものです。 

こちらは、条例附則第１６条の３第２項の改正です。 

この改正は、２番目で説明いたしました、上場株式等の配当所得等に係る課税方式につ

いて、所得税と一致させる措置を講じることによりまして、上場株式等に係る譲渡損失の

損益通算及び繰越控除の適用要件も所得税と一致するように規定の整備を行うものであり

ます。 

１６番の改正規定は、令和６年１月１日から施行するものです。 

１７番目は、３６ページ下段から３７ページにわたりますが、優良住宅地の造成等のた

めに土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る町民税の課税の特例について規定する条

例附則第１７条の２第３項の改正です。 

この改正は、引用条項の削除による規定の整備です。 

１７番の改正規定は、令和５年１月１日から施行するものです。 

１８番目は、特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の町民税の課税の特例につ

いて規定する条例附則第２０条の２第４項、及び１９番の条約適用利子等及び条約適用配

当等に係る個人の町民税の課税の特例について規定する条例附則第２０条の３第４項及び

第６項の改正につきましては、課税方式を所得税と一致させる措置を講じるものです。 

なお、１８番、１９番の改正規定は、令和６年１月１日から施行するものです。 

２０番目は、新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例につ

いて規定する条例附則第２４条第１項及び第２項の改正です。 

この改正は、１２番の改正で住宅借入金等特別税額控除の期間が延長されたことに伴い
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まして、この条で規定する控除期間が１２番の改正に含まれたことに伴い削除するもので

あります。 

なお、２０番の改正規定は、令和５年１月１日から施行するものです。 

次に、３７ページ下段、２番目の第２条関係です。 

改正の１番目は、令和３年条例第１２号の改正です。 

こちらにつきましては、法律改正による規定の整備に伴う文言の整理となります。 

なお、本改正規定は、令和５年１月１日から施行するものです。 

議案資料３０ページにお戻りください。 

３０ページ中段、附則となります。 

附則として、第１条は施行期日です。 

条文は、３１ページ上段にわたります。 

この条例は、公布の日から施行し、令和４年４月１日から適用するものです。 

なお、ただし書き規定として、前段の説明におきまして、各条項の改正ごとに施行年月

日を申し上げましたが、その内容について、第１号から第３号まで規定するものでありま

す。 

３１ページ、中ほどになります。 

附則第２条は、納税証明書に関する経過措置で、改正後の規定は、前条第３号に掲げる

規定の施行の日以後にされる証明書の交付について適用するものであります。 

附則第３条は、町民税に関する経過措置です。 

第１項及び第２項は、個人の町民税に係る給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族

等申告書についての経過措置で、新しい条例、新条例の施行日以後に支払を受けるべき給

与及び公的年金等について提出する申告書について適用し、１号施行日前、令和５年１月

１日前に支払を受けるべき給与及び公的年金等について提出した申告書については、なお

従前の例によるものです。 

第３項は、附則第１条第２号に掲げる規定による改正後の個人の町民税に関する部分は、

令和６年度以後の年度分について適用し、令和５年度分までにつきましては、なお従前の

例によるものです。 

３２ページにお進みください。 

附則第４条は、固定資産税に関する経過措置です。 

別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和４年度

以後の年度分について適用し、令和３年度分までについては、なお従前の例によるもので

す。 

第２項は、条例附則第１０条の２に定める、固定資産税等の課税標準の特例にかかる経

過措置です。令和２年４月１日から令和４年３月３１日までの間に取得された施設又は設

備に対して課する固定資産税については、なお従前の例によるものです。 

第３項は、改正後の別海町町税条例第７５条の２の適用時期について規定するものです。 

第４項は、改正後の別海町町税条例第７５条の３の適用時期について規定するものであ

ります。 

以上で、議案第４２号の内容について説明を終わります。 

○議長（西原 浩君） 議案第４２号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。 

質疑に入ります。 
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（「なし」の声あり） 

○議長（西原 浩君） 質疑を終わります。 

これから討論に入ります。 

討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（西原 浩君） これで討論を終わります。 

これから採決いたします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（西原 浩君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４２号は、原案のとおり可決されました。 

────────────────────────────────── 

◎日程第１２ 承認第１号 

○議長（西原 浩君） 日程第１２ 承認第１号専決処分した事件の承認について、一般

会計補正予算（第１０号）を議題といたします。 

内容について、説明を求めます。 

○財政課長（川具哉君） はい、議長。 

○議長（西原 浩君） 財政課長。 

○財政課長（川具哉君） はい。 

 承認第 1 号の内容説明をいたします。 

議案の１９ページをお開きください。 

専決処分した事件の承認についてです。 

本専決処分につきましては、令和４年３月１９日から２０日にかけて悪天候が予想され、

除雪費に不足が見込まれたため、３月１７日付で予算の補正を行いましたので、地方自治

法第１７９条第１項の規定により、承認を求めるものです。 

専決処分書を朗読いたします。 

専決処分書。 

令和３年度別海町一般会計補正予算（第１０号）について、地方自治法第１７９条第１

項の規定により別冊のとおり専決処分する。 

令和４年３月１７日。 

別海町長、曽根興三。 

内容につきましては、別冊にて、御説明いたします。 

承認第１号、別冊令和３年度別海町一般会計補正予算書（補正第１０号）の１ページを

お開きください。 

令和３年度別海町一般会計補正予算（第１０号）。 

令和３年度別海町一般会計補正予算（第１０号）は、次に定めるところによる。 

第１条、歳入歳出予算の補正。 

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２,１００万円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ２３６億５,４５０万円とする。 

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入 

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

２ページをお開きください。 
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第１表、歳入歳出予算補正で、補正額の欄で申し上げます。 

初めに、歳入です。 

１９款繰入金、１項で２,１００万円の増。 

歳入合計で２,１００万円の追加です。 

次に、歳出です。 

８款土木費、２項で２,１００万円の増。 

歳出合計で２,１００万円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額をそれぞれ２３６億

５,４５０万円とするものです。 

次に、歳入歳出補正予算事項別明細書ですが、１の総括は省略させていただき、２の歳

入から説明いたします。 

５ページをお開きください。 

２の歳入です。 

目の欄の補正額で説明いたします。 

１９款繰入金、１項１目財政調整基金繰入金２,１００万円の増は、今回の補正に伴う

財源として、財政調整基金から繰入れを行うものです。 

７ページをお開きください。 

次に、３の歳出です。 

こちらも目の欄の補正額で説明いたします。 

８款土木費、２項２目道路維持費２,１００万円の増は、令和４年３月１９日から２０

日にかけて悪天候が予想され、除雪費に不足が見込まれたため、除雪業務委託料を追加し

たものです。 

以上が、専決処分をした一般会計補正予算（第１０号）の内容となります。 

承認第１号の内容説明を終わります。 

○議長（西原 浩君） 承認第１号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行いま

す。 

質疑に入ります。 

（「なし」の声あり） 

○議長（西原 浩君） 質疑を終わります。 

これから討論に入ります。 

討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（西原 浩君） これで討論を終わります。 

これから採決いたします。 

本案は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（西原 浩君） 異議なしと認めます。 

したがって、承認第１号は、原案のとおり承認されました。 

────────────────────────────────── 

◎日程第１３ 報告第２号から日程第１４ 報告第３号 

○議長（西原 浩君） 日程第１３ 報告第２号専決処分の報告について、グリーンハイ

ツ長寿命化改修建築主体工事、日程第１４ 報告第３号専決処分の報告について、イース

トタウン寿団地公営住宅改修建築主体工事（２号棟）の２件については、工事請負契約の
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変更に伴う専決処分の報告ですので、別海町議会会議規則第３７条の規定により一括議題

といたします。 

 内容について、順次説明を求めます。 

 なお、本件は、報告のみであります。 

○財政課長（川具哉君） はい、議長。 

○議長（西原 浩君） 財政課長。 

○財政課長（川具哉君） はい。 

報告第２号及び第３号の２件につきましては、一括して説明させていただきます。 

議案の２０ページをお開きください。 

報告第２号及び第３号の専決処分の報告につきましては、いずれも地方自治法第１８０

条第１項の規定に基づき、議会の議決により指定された工事請負契約に変更の必要性が生

じ、専決処分を行いましたので、同条第２項の規定により報告をするものです。 

各報告について、順次、専決処分書を朗読し、説明させていただきます。 

初めに、報告第２号の専決処分書を朗読いたします。 

専決処分書。 

地方自治法第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

令和４年４月１９日。 

別海町長、曽根興三。 

工事請負契約の一部変更について。 

令和４年３月１１日議案第２９号により議決を経て締結した、グリーンハイツ長寿命化

改修建築主体工事請負契約の一部を次のように変更する。 

契約金額「１億５６０万円（内消費税及び地方消費税額９６０万円）」を「１億６５５

万７,０００円（内消費税及び地方消費税額９６８万７,０００円）」に改める。 

変更の内容につきましては、令和４年３月から適用された公共工事設計労務単価の上昇

に伴い、旧労務単価で積算された本契約につきましては、国及び北海道と同様に、増額変

更の協議が請求できる特例措置を設けており、それに基づき、受注者から請負代金額の変

更協議の請求があり、新労務単価による積算を行ったことにより、９５万７,０００円の

増額となったものです。 

２１ページにお進みください。 

報告第３号の専決処分書を朗読いたします。 

専決処分書。 

地方自治法第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

令和４年４月１９日。 

別海町長、曽根興三。 

工事請負契約の一部変更について。 

令和４年３月１１日議案第３０号により議決を経て締結した、イーストタウン寿団地公

営住宅改修建築主体工事（２号棟）請負契約の一部を次のように変更する。 

契約金額「８,２３９万円（内消費税及び地方消費税額７４９万円）」を「８,３６１万

１,０００円（内消費税及び地方消費税額７６０万１,０００円）」に改める。 

変更の内容につきましては、報告第２号と同様、労務単価の変更に伴う再積算によるも

ので、１２２万１,０００円の増額となったものです。 

以上で、報告第２号及び第３号の内容説明を終わります。 
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────────────────────────────────── 

◎日程第１５ 報告第４号 

○議長（西原 浩君） 日程第１５ 報告第４号専決処分の報告について、和解及び損害

賠償を議題といたします。 

内容について説明を求めます。 

なお、本件は、報告のみであります。 

○税務課長（竹中利哉君） はい、議長。 

○議長（西原 浩君） 税務課長。 

○税務課長（竹中利哉君） はい。 

報告第４号専決処分の報告についての内容を説明いたします。 

議案書の２２ページをお開きください。 

本件は、地方自治法第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分したので、同

条第２項の規定により報告するものです。 

それでは、２３ページの専決処分書を朗読いたします。  

専決処分書。 

地方自治法第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

令和４年３月１４日。 

別海町長、曽根興三。 

和解及び損害賠償額の決定について。 

令和４年２月７日、別海町西春別駅前栄町２８番地別海町役場西春別支所駐車場内にお

いて、町職員が運転する別海町所有の公用車と隣接車両が接触し、公用車及び相手車両の

一部が破損した事故に伴う損害賠償に関し、次の当事者間において、次の和解条件のとお

り和解を成立させ損害賠償額を決定する。 

第１項、当事者、甲、別海町個人、乙、別海町長、曽根興三。 

第２項、和解条件。 

第１号、甲は、本件事故により、車両損害料で金６万７,２２９円（修理費３万１,２２

９円、代車料３万６,０００円）の損害を被った。 

第２号、乙は、上記損害額について甲に対し賠償する義務があることを認め、金６万

７,２２９円を支払う。 

第３号、以上のほか、本件事故に関し、甲と乙との間には何らの債権債務がないことを

確認する。 

なお、今回の損害額については、町が加入しております自動車任意保険会社により、全

額保険金の支払いを受けておりますので、併せて報告いたします。 

また、車両の運転については、今後、職場全体で一層の安全運転徹底を図り、事故防止

に努めてまいります。 

以上で、報告第４号の内容説明を終わります。 

────────────────────────────────── 

◎閉会宣言 

○議長（西原 浩君） これで、本日の日程は、全て終了いたしました。 

会議を閉じます。 

令和４年第２回別海町議会臨時会を閉会します。 

閉会 午前１１時３８分 
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────────────────────────────────── 

◎町長挨拶 

○議長（西原 浩君） 町長挨拶。 

○町長（曽根興三君） 本臨時会に提案いたしました案件、また、報告いたしました全て

の議案につきまして、御審議をいただき御決定を賜りましたこと、厚く御礼を申し上げま

す。 

新型コロナウイルス感染症に関しましては、臨時会冒頭でも町立別海病院の状況につい

て御報告いたしましたけども、閉会に当たりましても、若干申し上げさせていただきま

す。 

昨年末には、終息に向かうことを期待されていた新型コロナウイルス感染症ですけれど

も、オミクロン株への置き換わりが進んでおりまして、今年に入って感染拡大のスピード

が急激に加速しており、本町においても、年明け以降５月１４日までの北海道の公表によ

りますと、累計感染者数は３８８人に及んでおります。 

町としても、ここを正念場として、しっかり感染防止を進めていかなきゃならんという

ふうには考えておりますけれども、町民の皆さんに萎縮することなく、ただ、行動する

際、感染しないように、また、感染させないように、そういう配慮をしっかりと保ってい

ただいて行動していただくことを願う次第でございます。 

さて、今後の予定ですけども、６月の第２回定例会でございますが、これは６月の２０

日頃に開催を予定しておりますので、定例会開催前に、ただ、定例会の前に、臨時会を招

集させていただきたいと考えております。 

案件につきましては、北海道公設光ファイバ整備事業推進協議会、これの高速無線環境

整備工事請負契約、これは全道の公設で設置する工事をうちの町が代表として、契約をし

ているんですけれども、この工事請負契約の一部に変更が予定されることになりました。 

これは、推進協議会を構成しております一部の自治体におきまして、工事契約請負の内

容について変更が生じる旨の報告がありましたので、それを受けて、うちの議会におい

て、議決いただければならないことになりますので、その１件で臨時会を開催しなきゃな

らないという今のところ可能性が高まっております。 

日程等の詳細につきましては、今月中にもその事業費の確定が見込まれておりますの

で、確定後速やかに議決決定して、その当該自治体に送らなければならないということで

すので、議会の皆さんにも、日程がわかり次第、御案内を差し上げていきたいと考えてお

ります。 

議員各位におかれましては、夏に向かいまして、今後何かとお忙しい時期にはなると思

いますけれども、日程調整をいただき、御参集願いますよう、よろしくお願いをいたしま

す。 

以上、閉会に当たりましての御挨拶とさせていただきます。 

本日は誠にありがとうございました。 

〇議長（西原 浩君） 以上で、終わります。 

皆様、大変御苦労さまでした。 
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上記は、地方自治法第１２３条の規定により会議の次第を記載したものであ

る。 
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